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第１ 章  総 則  

（趣旨）  

第１ 条  多 賀 城 市 上 下 水道 部が 締結 する 売買 、貸 借、 請負 その 他の 契 約

に 関 す る 事 務 に つ い て は 、 別 に 定 め が あ る も の を 除 く ほ か 、 こ の 規 程

の定めるとこ ろによ る 。  

（ 一 部 改 正 〔 平 成 １ ８ 年 水 道 規 程 ７ 号 ・ １ ９ 年 上 下 水 道 規 程 １

号・ ２ ６年上水道 規 程２号・令和２年１号〕）  



第２ 章  契 約の 方 法  

第１ 節  一 般競 争 入札  

（一般競争入 札の参 加 者の資格）  

第２条  水 道事業 の 及 び下水 道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管

理 者 」 と い う 。 ） は 、 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 。

以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 １ ６ ７ 条 の ４ に 定 め る も の の ほ か 、 令 第 １ ６

７ 条 の ５ 及 び 第 １ ６ ７ 条 の ５ の ２ の 規 定 に よ り 、 一 般 競 争 入 札 に 参 加

する者に必要 な資格 要 件を定めることができる。  

（ 一 部 改 正 〔 平 成 １ ８ 年 水 道 規 程 ７ 号 ・ １ ９ 年 上 下 水 道 規 程 １

号・ ２ ０年上水道 規 程１号・令和２年１号〕）  

（一般競争入 札の参 加 手続）  

第３ 条  一 般 競 争 入 札 の参 加手 続き につ いて は、 多賀 城市 契約 規則 （ 平

成 ８ 年 多 賀 城 市 規 則 第 １ ６ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 ３ 条 の 規 定

による参加手 続きの 完 了をもって申請したものとみなす。  

（資格の審査 及び名 簿 の作成）  

第４ 条  前 条 に 規 定 す る申 請書 の審 査及 び名 簿の 作成 につ いて は、 規 則

第 ４ 条 の 規 定 に よ る 審 査 及 び 名 簿 の 作 成 を も っ て 完 了 し た も の と み な

す。  

（一般競争入 札の公 告 ）  

第５条  管 理者は 、一 般 競争入札により契約を締結しようとする場合は、

入札期日の１ ０日前（急 を 要する場合は、入札期日の５日前）までに、

次の各号に掲 げる事 項 を公告するものとする。  

(1 )  入札に 付 すべき事 項  



(2 )  入札に 参 加する者 に 必要な資格に関する事項  

(3 )  契約条 項 を示す場 所  

(4 )  入札執 行 の日時及 び 場所  

(5 )  入札保 証 金に関す る 事項  

(6 )  入札の 無 効に関す る 事項  

(7 )  最低価 格 の入札者 以 外の者を落札者とすることの有無  

(8 )  前各号 に 掲げるも の のほか、入札に関し必要な事項  

（一 部 改正〔令和 ３ 年上下水道規程３号〕）  

（入札保証金 ）  

第６ 条  地 方 公 営 企 業 法施 行令 （昭 和２ ７年 政令 第４ ０３ 号。 以下 「 企

業 法 施 行 令 」 と い う 。 ） 第 ２ １ 条 の １ ４ に 規 定 す る 管 理 規 程 で 定 め る

入札保証金の 額は、当 該 入札金額の１００分の５以上とする。ただし、

単 価 契 約 を 締 結 す る 場 合 の 入 札 保 証 金 の 額 は 、 そ の 都 度 管 理 者 が 定 め

る。  

２  前項 に 規 定 す る 入 札 保 証金 の納 付に 代え て提 供さ せる こと ので き る

担保は、次の 各号に 掲 げるものとする。  

(1 )  国債又 は 地方債  

(2 )  管理者 が 確実と認 め る社債その他の有価証券  

(3 )  管理者 が 確実と認 め る金融機関の保証  

３  前項 に 規 定 す る 担 保 の 価値 は、 次の 各号 に掲 げる 担保 につ いて 当 該

各号に掲げる ところ に よる。  

(1 )  国債、地方債 、管理者 が 確実と認める社債、特別の法律により設立

さ れ た 法 人 の 発 行 す る 債 券 及 び 貸 付 信 託 の 受 益 証 券  額 面 金 額 又 は



登録 金額（ 発 行価格が 額 面又は登録金額と異なるときは発行価格）の

９０ パーセン トに 相 当する金額  

(2 )  金融商 品取引 所 に上場 されている株券、出資証券及び投資信託の受

益証 券  時 価の８ ０ パーセント以内において管理者が決定する価格  

(3 )  金融機 関の引 受 け、保 証又は裏書のある手形  その手形金額（その

手 形 の 満 期 の 日 が 当 該 担 保 を 付 す こ と に な っ て い る 債 権 の 履 行 期 限

後で あるとき は、当該 履 行期限の翌日から手形の満期の日までの期間

に 応 じ 当 該 手 形 金 額 を 一 般 金 融 市 場 に お け る 手 形 の 割 引 率 に よ り 割

り引 いた金額 ）  

(4 )  金融機 関 による保 証  その保証する金額  

(5 )  前各号 に 掲げる担 保 以外の担保  管理者が決定する金額  

４  入札 保 証 金 に 対 し て は 、そ の受 入期 間に つき 利息 を付 さな いも の と

する。  

（一 部 改正〔平成 １ １年水道規程３号・１９年上水道規程６号・

２６ 年 上水道規程 ２ 号・令和６年上下水道規程３号〕）  

（入札保証金 の免除 ）  

第７ 条  管 理 者 は 、 次 の各 号の 一に 該当 する 場合 は、 入札 保証 金の 全 部

又は一部の納 付を免 除 することができる。  

(1 )  一 般 競 争 入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 が 保 険 会 社 と の 間 に 本 市 を 被

保険 者とする 入札 保 証保険契約を締結したとき。  

(2 )  第４条 に規定 す る一般 競争入札参加資格者名簿に登録され、過去２

年 間 に 本 市 又 は 他 の 官 公 署 と 種 類 及 び 規 模 を ほ ぼ 同 じ く す る 契 約 を

数回 以上にわ たっ て 締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者



につ いて、そ の者が当 該 契約を締結しないこととなるおそれがないと

認め られると き。  

(3 )  前２号 に掲げ る ものの ほか、一般競争入札に参加しようとする者が

契約 を締結し ない こ ととなるおそれがないと管理者が認めるとき。  

（一 部 改正〔平成 ２ １年上水道規程２号〕）  

（入札保証金 の還付 ）  

第８ 条  入 札 保 証 金 （ その 納付 に代 えて 提供 され た担 保を 含む 。以 下 同

じ 。 ） は 、 入 札 が 終 わ っ た と き 、 又 は 入 札 を 中 止 し た と き 、 直 ち に こ

れ を 還 付 す る 。 た だ し 、 落 札 者 に 対 し て は 、 契 約 保 証 金 が 納 付 さ れ た

と き 、 又 は そ の 納 付 に 代 え て 担 保 が 提 供 さ れ た と き に 、 こ れ を 還 付 す

るものとする 。  

２  入札保証 金は、 契 約保証 金に充当することができる。  

（入札）  

第９ 条  一 般 競 争 入 札 に参 加し よう とす る者 は、 入札 書に 必要 な事 項 を

記入し、記 名 押印の上 封 書にし、入札保証金を要するものについては、

その領収書を 提示し て 所定の時間内に入札しなければならない。  

（入札者等の 失格等 ）  

第９ 条 の ２  入 札 者 又 は入 札者 の代 理人 （以 下こ の条 にお いて 「入 札 者

等 」 と い う 。 ） が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 失 格 と し 、

入札又は再度 の入札 に 参加させてはならない。  

(1 )  入札期 日 において 、 令第１６７条の４の規定に該当するとき。  

(2 )  入札期 日にお い て、第２ 条の規定により定めた資格を有していない

とき 。  



(3 )  入札期 日 において 、 指名競争入札の指名を取り消されて い る と き 。 

(4 )  入札期 日にお い て、管理 者から指名停止を受けている期間中である

とき 。  

(5 )  入札期 日にお い て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基

づき 更生手続 開始 の 申立てをしているとき又は民事再生法（平成１１

年法 律第２２ ５号 ） に 基づき再生手 続開始の申立てを しているとき。

ただ し、管理 者が 必 要と認める場合を除く。  

(6 )  入札期 日にお い て、手形 交換所による取引停止処分を受けていると

き。 ただし、 管理 者 が必要と認める場合を除く。  

(7 )  入札者 の 代理人が 入 札者の委任状を提出しないとき。  

(8 )  入札保 証金又 は 入札保 証金に代わる担保を提供しないとき。ただし、

入札 保証金の 納付 を 免除された場合を除く。  

(9 )  正当な 理由が な く、指定 された日時及び場所に入札書を提出しない

とき 。  

(10 )  入札公 告 又 は指名通 知 に示した入札参加条件に違反したとき。  

(11 )  最低制 限 価 格を 設けた 場合において、当該最低制限価格を下回る

入札 を行った とき 。  

(12 )  調査基 準 価 格を 設けた 場合において、当該調査基準価格を下回る

入札 を行い、当該契約 の 内容に適合した履行がなされないおそれがあ

ると 認められ たと き 。  

(13 )  公正な 価 格 を害 し、又 は不正の利益を図る目的をもって連合する

等私 的独占の 禁止 及 び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律

第５ ４号。以下この 条 において「独禁法」という。）に抵触する行為



その 他の不正 の行 為 を行ったとき。  

(14 )  正常な 入 札 の執行を 妨 げる行為をしたとき。  

２  入札 者 等 が 次 の 各 号 の いず れか に該 当す ると きは 、失 格と し、 入 札

又は再度の入 札に参 加 させないことができる。  

(1 )  独 禁 法 に 抵 触 す る 行 為 そ の 他 の 不 正 な 行 為 を 行 っ た お そ れ が あ る

とき 。  

(2 )  正常な 入 札の執行 を 妨げる行為をするおそれがあるとき。  

（追 加〔平 成２ ０年水 道規程５号〕、一部改正〔令和２年上下水

道規 程 ５号・３年 ３ 号〕）  

（入札の無効 ）  

第１ ０ 条  入 札 が 次 の 各号 のい ずれ かに 該当 する と認 める とき は、 当 該

入札の全部又 は一部 を 無効としなければならない。  

(1 )  前条の 規 定により 失 格となった者が入札を行ったとき。  

(2 )  １の入 札 について 同 一の入札者が２以上の入札を行ったとき。  

(3 )  入札書 の記載 内 容に重 大な不備があり、入札者等の意思が明らかで

ない と認めら れる と き。  

(4 )  入札者 の 記名押印 が ない入札を行ったとき。  

（一 部 改正〔平成 ２ ０年水道規程５号〕）  

（入札執行の 延期、 停 止及び中止）  

第１ １ 条  管 理 者 は 、 不正 入札 があ ると 認め ると き、 又は 天災 地変 そ の

他 の 理 由 に よ り 入 札 を 執 行 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め る と き は 、 当

該入札の執行 を延期 し 、停止し、又は中止することができる。  

（予定価格等 ）  



第１ ２ 条  予 定 価 格 は 、入 札に 付す る事 項の 価格 の総 額に つい て入 札 を

執 行 す る 者 が こ れ を 定 め る 。 た だ し 、 一 定 期 間 継 続 し て す る 請 負 、 売

買 等 の 契 約 の 場 合 に お い て は 、 単 価 に つ い て そ の 予 定 価 格 を 定 め る こ

とができる。  

２  予定 価 格 は 、 契 約 の 目 的と なる 物件 又は 役務 につ いて 取引 の実 例 価

格 、 需 給 の 状 況 、 履 行 の 難 易 、 数 量 の 多 寡 、 履 行 期 間 の 長 短 そ の 他 必

要な事項を考 慮して 適 正に定めるものとする。  

３  予定 価 格 を 記 載 し た 書 面は 、こ れを 封書 にし て、 開札 の際 、開 札 場

所に置くもの とする 。  

４  管理 者 は 、 一 般 競 争 入 札に より 工事 又は 製造 の請 負契 約を 締結 し よ

う と す る 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と き は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内

で 最 低 の 価 格 を も っ て 申 込 み を し た 者 の 当 該 申 込 み に 係 る 価 格 に よ っ

て は そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ が

あると認めら れる場 合 の基準を作成することができる。  

５  管理 者 は 、 一 般 競 争 入 札に より 工事 又は 製造 の請 負契 約を 締結 し よ

う と す る 場 合 に お い て 、 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 を 確 保 す る た

め 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 あ ら か じ め 令 第 １ ６ ７ 条 の １ ０

第２項の規定 により 最 低制限価格を設けることができる。  

（設計付き入 札及び 見 本付き入札）  

第１ ３ 条  設 計 付 き 入 札に おい ては 設計 及び 入札 金額 によ り、 見本 付 き

入札において は見本 及 び入札金額により、落札者を決定する。  

（契約締結の 期間）  

第１ ４ 条  契 約 に つ き 契約 書を 作成 する 場合 にお いて は、 落札 者は 、 落



札 の 通 知 を 受 け た 日 か ら ７ 日 以 内 に 契 約 書 に 記 名 押 印 し な け れ ば な ら

な い 。 た だ し 、 遠 隔 地 の 場 合 そ の 他 管 理 者 が 必 要 と 認 め た 場 合 は 、 こ

の期間を延長 するこ と ができる。  

２  落札 者 が 前 項 の 期 間 内 に契 約書 に記 名押 印し ない とき は、 契約 を 締

結しないもの とみな す 。  

（一 部 改正〔平成 １ １年水道規程３号〕）  

第２ 節  指 名競 争 入札  

（指名競争入 札の参 加 者の指名等）  

第１ ５ 条  管 理 者 は 、 指名 競争 入札 によ り契 約を 締結 しよ うと する と き

は 、 第 ４ 条 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 に 登 載 さ れ た 者 の う ち か ら

別に定める基 準に基 づ いて入札参加者を指名するものとする。ただし、

企業財産又は 物品の 売 払いの場合は、この限りでない。  

２  令第 １ ６ ７ 条 の １ ２ 第 ２項 の通 知は 、第 ５条 各号 に掲 げる 事項 に つ

いて行うもの とする 。  

（一般競争入 札に関 す る規定の準用）  

第１ ６ 条  第 ２ 条 、 第 ３条 、第 ６条 から 第１ ４条 まで の規 定は 、指 名 競

争入札により 契約を 締 結する場合にこれを準用する。  

２  管理 者 は 、 前 項 に お い て準 用す る第 ３条 の規 定に よる 申請 書の 提 出

が あ っ た と き は 、 こ れ を 審 査 し 、 指 名 競 争 入 札 に 参 加 す る 資 格 を 有 す

る 者 に つ い て 、 第 ４ 条 の 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 に 併 せ て 登 載 す

る も の と す る 。 た だ し 、 企 業 財 産 又 は 物 品 の 売 払 い の 場 合 は 、 こ の 限

りではない。  

第３ 節  随 意契 約  



（随意契約の 範囲）  

第１ ７ 条  企 業 法 施 行 令第 ２１ 条の １３ 第１ 項第 １号 に規 定す る管 理 規

程 で 定 め る 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 契 約 の 種 類 に 応 じ 当 該 各 号 に 定 め

る額とする。  

(1 )  工事又 は 製造の請 負  １３０万円  

(2 )  財産の 買 入れ  ８ ０ 万円  

(3 )  物件の 借 入れ  ４ ０ 万円  

(4 )  財産の 売 払い  ３ ０ 万円  

(5 )  物件の 貸 付け  ３ ０ 万円  

(6 )  前各号 に 掲げるも の 以外のもの  ５０万円  

（一 部 改正〔平成 ２ ６年上水道規程２号・令和６年上下水道規程

３号 〕 ）  

（随意契約の 手続）  

第１ ７ 条 の ２  企 業 法 施行 令第 ２１ 条の １３ 第１ 項第 ３号 に規 定す る 管

理規定で定め る手続 き は、次のとおりとする。  

(1 )  契約を 締結し よ うとす るときは、あらかじめ次の事項を公表するこ

と。  

ア  発注を 予定す る 時期  

イ  契約の 内容  

ウ  契約の 相手方 の 選定基 準  

エ  その他 発注の 見 通し等 について必要と認められる事項  

(2 )  契約を 締 結したと き は、次の事項を公表すること。  

ア  契約の 相手方 と なった 者の氏名又は名称  



イ  契約日  

ウ  契約金 額  

エ  契約の 相手方 と した理 由  

オ  その他 契約の 締 結状況 について必要と認められる事項  

(3 )  前２号 の規定 に よる公 表は、次のいずれかの方法により行うものと

する 。  

ア  多賀城 市公告 式 条 例（昭和２８ 年多賀城市条例第 ５号）に規定す

る多 賀 城市役 所掲 示 場に掲示する方法  

イ  インタ ーネッ ト を利用 して閲覧に供する方法  

（追 加〔令 和４ 年上下 水道規程４号〕、一部改正〔令和６年上下

水道 規 程３号〕）  

（見積書の徴 収）  

第１ ８ 条  管 理 者 は 、 随意 契約 によ り契 約を 締結 しよ うと する とき は 、

契 約 及 び 見 積 に 必 要 な 事 項 を 示 し 、 ２ 人 以 上 の 者 か ら 見 積 書 を 徴 す る

も の と す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 １ 人 か

ら見積書を徴 するこ と ができる。  

(1 )  再度入 札 しても落 札 者がないとき。  

(2 )  １人か ら 見積書を 徴 することが有利と認められるとき。  

(3 )  ２人以 上 から見積 書 を徴しても同一金額の見積りがなさ れ る と き 。 

(4 )  契約の 相 手方が特 定 人に限定されるとき。  

(5 )  前各号 に定め る 場合の ほか、１件３０万円未満の随意契約を締結し

よう とすると き。  

２  前項 の 規 定 に か か わ ら ず、 次の 各号 の一 に該 当す る場 合は 、見 積 書



を徴さないこ とがで き る。  

(1 )  官公署（公 社、公 団 及びこれらに類するものを含む。）と契約しよ

うと するとき 。  

(2 )  法令に 料 金等の定 め のあるものについて契約しようとするとき。  

(3 )  価格が 表示さ れ 、か つ、一定しているものについて契約しようとす

ると き。  

（一 部 改正〔平成 ９ 年水道部規程４号〕）  

第４ 節  せ り売 り  

（せり売りの 手続）  

第１ ９ 条  第 ３ 条 、 第 ５条 から 第８ 条ま で、 第１ ２条 及び 第１ ４条 の 規

定は、せり売 りの場 合 にこれを準用する。  

２  前項 に 定 め る も の の ほ か、 せり 売り の手 続に つい ては 、管 理者 が 別

に定める。  

第３ 章  契 約の 締 結  

（契約保証金 ）  

第２ ０ 条  企 業 法 施 行 令第 ２１ 条の １４ に規 定す る管 理規 程で 定め る 契

約 保 証 金 の 額 は 、 当 該 契 約 金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ 以 上 と し 、 契 約 締 結

の 際 納 付 さ せ る も の と す る 。 た だ し 、 単 価 契 約 を 締 結 す る 場 合 の 契 約

保証金の額は 、その 都 度管理者が定める。  

２  前項 に 規 定 す る 契 約 保 証金 の納 付に 代え て提 供さ せる こと ので き る

担保は、次の とおり と する。  

(1 )  第６条 第 ２項各号 に 掲げるもの  

(2 )  公共工 事の前 払 金保証 事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４



号。以下「 保 証 事 業法」という。）第２条第４項に規定する保証事業

会社 の保証  

３  第６ 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項の 規定 は、 契約 保証 金に つい てこ れを 準 用

する。  

４  契約 の 変 更 に よ り 、 契 約金 額を 増額 した 場合 にお いて 、契 約を 履 行

し な い こ と と な る お そ れ が な い と 認 め る と き は 、 契 約 保 証 金 を 追 徴 し

ないことがで きる。  

（一 部 改正〔平成 １ １年水道規程３号・２１年上水道規程２号・

２６ 年 上水道規程 ２ 号・令和６年上下水道規程３号〕）  

（契約保証金 の免除 ）  

第２ １ 条  管 理 者 は 、 次の 各号 の一 に該 当す る場 合は 、契 約保 証金 の 全

部又は一部の 納付を 免 除することができる。  

(1 )  契 約 の 相 手 方 が 保 険 会 社 と の 間 に 本 市 を 被 保 険 者 と す る 履 行 保 証

保険 契約を締 結し た とき。  

(2 )  契約の 相手方 が 、その委 託を受けた保険会社との間に工事履行保証

契約 を締結し たと き 。  

(3 )  契約の 相手方 が 、工事の 施行に際して当該工事ごとに結成される共

同企 業体であ ると き 。  

(4 )  一 般 競 争 入 札 又 は 指 名 競 争 入 札 に 参 加 す る 資 格 を 有 す る 者 と 契 約

を締 結する場 合に お いて、その者が過去２年間に本市又は他の官公署

と種 類及び規 模を ほ ぼ 同じくする契 約を数回以上にわ たって締結し、

これ らをすべ て誠 実 に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととな

るお それがな いと 認 められるとき。  



(5 )  指名競 争入札 又 は随意 契約を締結する場合（第３０条の２に規定す

る前 払金の契 約を す る場合を除く。）において、契約 金額が５００万

円未 満であり 、かつ、契 約 の相手方が契約を履行しないこととなるお

それ がないと き。  

(6 )  法令に 基づき 延 納が認 められる場合において、確実な担保が提供さ

れた とき。  

(7 )  企業財 産又は 物 品を売 り払う契約を締結する場合において、売却代

金が 即納され ると き 。  

(8 )  契 約 の 相 手 方 が 過 去 に 締 結 し た 契 約 の 内 容 及 び そ の 履 行 状 況 等 に

鑑み 、契 約 を 履行しな い こととなるおそれがないと管理者が認めると

き。  

２  前項 第 １ 号 に 該 当 す る 場合 にお いて は当 該履 行保 証保 険契 約に 係 る

保 険 証 券 を 、 同 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 場 合 に お い て は 当 該 工 事 履 行 保 証

契約に係る保 証証券 を 提出させなければならない。  

（一 部 改正〔 平 成１１ 年水道規程３号・２１年上水道規程２号〕） 

（契約保証金 の還付 ）  

第２２条  契約 保 証 金（ そ の納付に代えて提供された担保を含む。）は、

契 約 の 履 行 完 了 後 に こ れ を 還 付 す る 。 た だ し 、 企 業 財 産 又 は 物 品 の 売

払 い の 契 約 に お い て 、 契 約 保 証 金 を 買 受 代 金 に 充 当 す る こ と に よ り 買

受 代 金 が 完 納 さ れ る こ と と な り 、 か つ 、 買 受 人 が 契 約 上 の そ の 他 の 義

務 を 怠 る お そ れ が な い と 認 め ら れ る 場 合 は 、 契 約 保 証 金 を 買 受 代 金 に

充当すること ができ る 。  

（保証人）  



第２ ３ 条  管 理 者 は 、 契約 （工 事請 負契 約を 除く 。） の相 手方 に管 理 者

が 確 実 と 認 め る 保 証 人 を 立 て さ せ る も の と す る 。 た だ し 、 契 約 金 額 が

１ ３ ０ 万 円 未 満 で あ る と き 、 又 は 管 理 者 が そ の 必 要 が な い と 認 め た と

きは、この限 りでな い 。  

（一 部 改正〔 平 成１１ 年水道規程３号・２１年上水道規程２号〕） 

（契約書の作 成）  

第２ ４ 条  契 約 書 を 作 成す る場 合に は、 契約 の目 的、 契約 金額 、履 行 期

限 及 び 契 約 保 証 金 に 関 す る 事 項 の ほ か 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 す る も

の と す る 。 た だ し 、 契 約 の 性 質 又 は 目 的 に よ り 該 当 し な い 事 項 に つ い

ては、この限 りでな い 。  

(1 )  契約履 行 の場所に 関 する事項  

(2 )  着手期 限 に関する 事 項  

(3 )  契約金 額 の支払又 は 受領の時期及び方法に関する事項  

(4 )  監督及 び 検査に関 す る事項  

(5 )  履行遅 滞その 他 債務不 履行の場合における遅延利息、違約金その他

の損 害賠償に 関す る 事項  

(6 )  危険負 担 に関する 事 項  

(7 )  担保責 任 に関する 事 項  

(8 )  保証人 に 関する事 項  

(9 )  前各号 に 掲げるも の のほか、必要な事項  

（契約書作成 の省略 ）  

第２ ５ 条  次 の 各 号 の 一に 該当 する 場合 にお いて は、 契約 書の 作成 を 省

略することが できる 。  



(1 )  １件の 契約金 額 が５０ 万円未満（工事又は製造の請負契約にあって

は、 １００万 円未 満 ）のものについて契約を締結するとき。  

(2 )  電気、ガ ス若し く は水道 の供給又は電気通信の役務の提供を受ける

契約 を締結す ると き 。  

(3 )  せり売 り に付する と き。  

(4 )  物品を 売り払 う 場所に おいて、買受人が代金を即納して直ちに引き

取る とき。  

２  前項 第 １ 号 に 該 当 し 、 契約 書の 作成 を省 略す る場 合は 、契 約履 行 に

必 要 な 要 件 を 記 載 し た 請 書 又 は 承 諾 書 を 徴 す る も の と す る 。 た だ し 、

契 約 の 性 質 又 は 目 的 に よ り そ の 必 要 が な い と 管 理 者 が 認 め る と き 、 又

は １ 件 １ ０ 万 円 未 満 も の に つ い て 契 約 を 締 結 す る と き は 、 こ の 限 り で

ない。  

（一 部 改正〔平成 １ ６年水道部規程３号〕）  

（契約の変更 ）  

第２ ６ 条  契 約 の 相 手 方は 、天 災地 変そ の他 やむ を得 ない 理由 によ り 義

務 の 履 行 が で き な い 場 合 に は 、 管 理 者 の 承 認 を 得 て 契 約 を 変 更 す る こ

とができる。  

２  管理 者 は 、 公 益 上 必 要 があ ると 認め ると きは 、契 約の 相手 方の 同 意

を得て契約を 変更す る ことができる。  

３  前２ 項 の 規 定 に よ る 契 約の 変更 は、 文書 をも って しな けれ ばな ら な

い 。 た だ し 、 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 請 書 又 は 承 諾 書 の 徴 収 を 省 略 し

た契約の変更 につい て は、この限りでない。  

４  工事 又 は 製 造 の 請 負 契 約に つい て、 設計 の変 更に より 契約 金額 を 変



更 し よ う と す る と き は 、 原 設 計 金 額 を も っ て 原 契 約 金 額 を 除 し 、 こ れ

を 変 更 す る 設 計 に 係 る 金 額 を 乗 じ て 得 た 金 額 又 は 第 ２ ８ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 内 訳 明 細 書 の 単 価 に よ り こ れ を 算 出 し た 金 額 に よ り 行 う も の と

する。  

（契約の解除 ）  

第２ ７ 条  管 理 者 は 、 契約 の相 手方 が次 の各 号の 一に 該当 する と認 め る

ときは、契約 を解除 す ることができる。  

(1 )  契約の 締 結又は履 行 について不正の行為があったとき。  

(2 )  契約の 履行に 当 たり、監督員又は検査員の指示に従わず、又はその

職務 を妨害し たと き 。  

(3 )  前各号 に 定める場 合 のほか、契約事項に違反したとき。  

２  前項 の 規 定 に よ り 契 約 を解 除し たと きは 、契 約の 相手 方の 費用 で 既

成 部 分 の 取 り 除 き 、 又 は 搬 入 材 料 若 し く は 既 納 部 品 の 引 取 り を さ せ 、

又 は 既 成 部 分 等 に 相 当 す る 金 額 を 支 払 い 、 こ れ を 本 市 の 所 有 と す る こ

とができる。  

３  前項の規 定は、 契 約が無 効となった場合にこれを準用する。  

（必要書類の 提出）  

第２ ８ 条  工 事 又 は 製 造の 請負 契約 の相 手方 は、 契約 締結 の日 から １ ０

日 以 内 に 内 訳 明 細 書 、 工 程 表 そ の 他 の 必 要 書 類 を 管 理 者 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 管 理 者 は 、 そ の 必 要 が な い と 認 め る と き は 、

内訳明細書の 提出を 省 略させることができる。  

２  前項 の 請 負 契 約 の 相 手 方は 、工 事に 着手 した とき は、 その 翌日 ま で

に着手届を管 理者に 提 出しなければならない。  



（一 部 改正〔平成 ９ 年水道部規程４号〕）  

（債権譲渡の 禁止）  

第２ ９ 条  契 約 の 相 手 方は 、管 理者 が特 に承 認し た場 合の ほか 、契 約 上

の債権を譲渡 し、又 は 担保に供することができない。  

（違約金の徴 収）  

第３ ０ 条  管 理 者 は 、 契約 の相 手方 がそ の責 めに 帰す べき 理由 によ り 、

契 約 期 間 内 に 義 務 を 履 行 し な い 場 合 は 、 別 に 定 め る 額 の 違 約 金 を 徴 収

する。  

２  管理 者 は 、 契 約 代 金 又 は契 約保 証金 を違 約金 に充 当す るこ とが で き

る。  

（前金払）  

第３ ０ 条 の ２  管 理 者 は、 保証 事業 法第 ５条 第１ 項の 規定 によ る登 録 を

受 け た 保 証 事 業 会 社 の 保 証 に 係 る 工 事 （ 契 約 金 額 が １ ３ ０ 万 円 以 上 の

ものに限る。）に 要す る 経費について、契約金額の１０分の４の額（１

万 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） 以 内 の 額 で 前 金

払の契約を締 結する こ とができる。  

２  前項 の 場 合 に お い て 、 管理 者は 、契 約の 相手 方か ら前 払金 保証 契 約

書 の 寄 託 を 求 め 、 こ れ を 保 管 し な け れ ば な ら な い 。 設 計 変 更 等 の 理 由

に よ り 前 払 金 保 証 契 約 書 の 記 載 事 項 を 変 更 す る 場 合 に つ い て も 、 同 様

とする。  

（全 部 改正〔平 成２１ 年上水道規程２号・２３年３号〕、一部改

正〔 令 和６年上下 水 道規程２号〕）  

（中間前払金 ）  



第３ ０ 条 の ３  管 理 者 は、 契約 金額 が３ ００ 万円 を超 える 工事 に要 す る

経 費 に つ い て 、 必 要 が あ る と 認 め た と き は 、 前 条 第 １ 項 の 前 払 金 の 契

約 の ほ か 当 該 工 事 に 係 る 契 約 金 額 の １ ０ 分 の ２ を 超 え な い 範 囲 内 で 、

中間前払金の 契約を す ることができる。  

２  前項 の 場 合 に お い て 、 管理 者は 、契 約の 相手 方か ら中 間前 払金 保 証

契 約 書 の 寄 託 を 求 め 、 こ れ を 保 管 し な け れ ば な ら な い 。 設 計 変 更 等 の

理 由 に よ り 中 間 前 払 金 保 証 契 約 書 の 記 載 事 項 を 変 更 す る 場 合 に つ い て

も、同様とす る。  

（追 加 〔令和２年 上 下水道規程５号〕）  

（部分払）  

第３ １ 条  管 理 者 は 、 契約 金額 が５ ００ 万円 以上 の工 事若 しく は製 造 の

請 負 契 約 又 は 物 件 購 入 契 約 を 締 結 し た 場 合 に お い て 、 契 約 の 定 め る と

こ ろ に よ り 相 手 方 か ら 請 求 が あ っ た と き は 、 契 約 の 履 行 前 に 、 そ の 既

成部分又は既 納部分 に 対し、検査の上、部分払をすることができる。  

２  前項 の 規 定 に よ り 部 分 払を する 場合 にお ける 当該 支払 金額 は、 工 事

又 は 製 造 の 請 負 契 約 に あ っ て は そ の 既 成 部 分 に 対 す る １ ０ 分 の ９ 、 物

件 購 入 契 約 に あ っ て は そ の 既 納 部 分 に 対 す る 代 価 を 超 え る こ と は で き

な い 。 た だ し 、 性 質 上 可 分 の 工 事 又 は 製 造 の 請 負 契 約 に 係 る 完 成 部 分

にあっては、 その代 価 の全額まで支払うことができる。  

３  第１ 項 の 部 分 払 の 各 会 計年 度に おけ る支 払回 数の 限度 は、 前払 金 の

支 払 を 行 う 工 事 で あ る と き は 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 回 数 と し 、 前 払 金 の 支 払 を 行 わ な い 工 事 で あ

るときは３回 とする 。  



(1 )  中間前 払 金の支払 を 行う場合  １回  

(2 )  中間前 払 金の支払 を 行わない場合  ２回  

（一 部 改正〔 平成９ 年 水道部規程４号・１１年３号・令和２年上

下水 道 規程５号〕 ）  

第４ 章  監 督及 び 検査  

（監督）  

第３ ２ 条  管 理 者 は 、 工事 又は 製造 の請 負契 約の 適正 な履 行を 確保 す る

た め 、 職 員 に 命 じ 、 又 は 職 員 以 外 の 者 に 委 託 し て 必 要 な 監 督 を 行 う も

のとする。  

２  前項 の 監 督 は 、 立 会 い 、指 示に よる ほか 、工 程の 管理 又は 履行 途 中

に お け る 工 事 若 し く は 製 造 に 使 用 す る 材 料 の 試 験 若 し く は 検 査 等 の 方

法によって行 う。  

３  第１ 項 の 規 定 に よ り 監 督を 行う 者は 、必 要が ある とき は、 当該 契 約

に 係 る 仕 様 書 及 び 設 計 書 に 基 づ き 、 あ ら か じ め 履 行 に 要 す る 細 部 設 計

図 、 原 寸 図 等 を 作 成 し 、 又 は 契 約 の 相 手 方 が 作 成 し た こ れ ら の 書 類 等

を審査する。  

（一 部 改正〔平成 ９ 年水道部規程４号〕）  

（完成の届出 ）  

第３ ３ 条  工 事 又 は 製 造の 請負 契約 の相 手方 は、 当該 工事 又は 製造 が 完

了 し た と き は 、 直 ち に 完 成 届 又 は 完 了 届 を 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば な

らない。  

（一 部 改正〔平成 ９ 年水道部規程４号〕）  

（検査）  



第３ ４ 条  管 理 者 は 、 次の 各号 のい ずれ かに 該当 する とき は、 職員 に 命

じ、又は職員 以外の 者 に委託して必要な検査を行うものとする。  

(1 )  契約の 相 手方が検 収 （履行）又は給付を完了したとき。  

(2 )  第３１ 条 第１項の 規 定により部分払を必要とするとき。  

(3 )  工事又 は製造 の 請負契 約において、竣工後外部から検査のできない

塗り 込み、埋 設等 の 部分について必要があるとき。  

(4 )  前各号 に 掲げるも の のほか、管理者が必要と認めたとき。  

２  前項 の 検 査 は 、 契 約 書 、仕 様書 及び 設計 書そ の他 の関 係書 類に 基 づ

い て 、 給 付 の 内 容 、 数 量 の 確 認 を す る も の と し 、 必 要 が あ れ ば 破 壊 若

し く は 分 解 又 は 試 験 検 査 に よ っ て こ れ を 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に

おいて、これ に要す る 費用は、当該契約の相手方の負担とする。  

３  第１ 項 の 規 定 に よ り 検 査を 行う 者は 、当 該検 査を 終了 した とき は 、

速 や か に 検 査 の 結 果 に つ い て 検 査 報 告 書 （ 別 記 様 式 ） を 作 成 し 、 管 理

者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る契約は、検 査報告 書 を省略することができる。  

(1 )  契約金 額（ 単 価によ る 契約にあっては、契約金額に給付を受けた１

回の 数量を乗 じて 得 た額とし、委託契約又は借上契約で分割して履行

され るものに つい て は１回の履行に相当する額）が５０万円未満の契

約  

(2 )  年間の 業務委 託 等で、履 行の都度業務が完了した旨の報告書が提出

され る契約  

(3 )  機械、器具、施 設等の 運 転又は保守点検委託等で、業務が完了した

旨の 報告書が 提出 さ れる契約  



(4 )  物件等 の 年間の借 上 契約  

(5 )  会議、 式 典、給食 等 における食料品又は賄材料等の買入契約  

(6 )  前各号 に 掲げるも の のほか、管理者が必要と認める契約  

４  前項 た だ し 書 の 規 定 に より 検査 報告 書の 作成 を省 略し た契 約に つ い

て は 、 多 賀 城 市 上 下 水 道 事 業 会 計 規 程 （ 昭 和 ４ ２ 年 水 道 事 業 所 規 程 第

１ 号 ） 第 ２ ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 支 出 の 原 因 と な る べ き 契 約 そ の 他 の

行 為 に 添 付 す る 納 品 書 等 に 、 検 収 （ 履 行 ） 確 認 の 年 月 日 を 記 載 し 、 及

び 第 １ 項 の 規 定 に よ り 検 査 を 行 っ た 者 が 押 印 す る こ と を も っ て 前 項 本

文の規定によ る報告 を 行ったものとする。  

（一 部 改正〔平成 ９ 年水道部規程４号・平成１６年水道部規程３

号・ 令 和２年上水 道 規程１号〕）  

（検査の立会 い）  

第３ ５ 条  検 査 は 、 契 約の 相手 方の 立会 いの もと にこ れを 行わ なけ れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 契 約 の 相 手 方 が 立 ち 会 わ な い と き は 、 欠 席 の ま ま

検 査 す る も の と し 、 検 査 の 結 果 に つ い て は 、 立 ち 会 わ な い こ と に よ る

異議の申立て は認め な い。  

（再検査）  

第３６条  第３ ４ 条 第１項 の 検査に合格しないときは、契約の相手方は、

直ちに取り替 え、又は 補 修等を行い、再検査を受けなければならない。

この場合にお いて、こ れ に要する費用は、契約の相手方の負担とする。  

２  第３４条 第３項 の 規定は 、前項の再検査について準用する。  

（全 部 改正〔平成 ９ 年水道部規程４号〕）  

（目的物の引 渡し）  



第３ ７ 条  工 事 若 し く は製 造の 請負 契約 又は 物件 の買 入れ その 他の 契 約

においては、 検査に 合 格した後、その引渡しを受けるものとする。  

２  管理者は 、必要と認 め る場合は、既成部分又は既納部分を検査の上、

その全部又は 一部の 引 渡しを受けることができる。  

第５ 章  雑 則  

（この規程に より難 い 場合の措置）  

第３ ８ 条  特 別 の 理 由 によ りこ の規 程の 規定 によ るこ とが でき ない 場 合

は、管理者が 別に定 め るところによるものとする。  

（実施期日）  

第３９条  この 規 程 の実施 に 関し必要な事項は、管理者が別に定める。  

附  則  

この規程は、 平成８ 年 ４月１日から施行する。  

附  則（平 成９ 年 ３月３１日水道部規程第４号）  

この規程は、 平成９ 年 ４月１日から施行する。  

附  則（平 成１ １ 年１０月１日水道規程第３号）  

この規程は、 平成１ １ 年１０月１日から施行する。  

附  則（平 成１ ６ 年３月３１日水道規程第３号）  

この規程は、 平成１ ６ 年４月１日から施行する。  

附  則（平 成１ ６ 年３月３１日水道規程第３号）  

この規程は、 平成１ ６ 年４月１日から施行する  

附  則（平 成１ ８ 年３月３１日水道規程第７号抄）  

１  この規程 は、平 成 １８年 ４月１日から施行する。（以下略）  

附  則（平 成１ ９ 年３月３１日上下水道規程第１号）  



この規程は、 平成１ ９ 年４月１日から施行する。  

附  則（平 成１ ９ 年９月２８日上水道規程第６号）  

こ の 規 程 は 、 証 券 取 引 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 １ ８ 年 法 律 第

６５号）の 施行の 日 か ら施行 する。  

附  則（平 成２ ０ 年２月２７日上水道規程第１号）  

この規程は、 平成２ ０ 年４月１日から施行する。  

附  則（平 成２ ０ 年１０月３１日上水道規程第５号）  

（施行期日）  

１  この規程 は、平 成 ２０年 １１月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この 規 程 に よ る 改 正 後 の多 賀城 市上 水道 部契 約規 程第 ９条 の２ 及 び

第 １ ０ 条 の 規 定 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 日 以 後 に 入 札 の 公 告 又 は 指 名 の

通 知 を す る 契 約 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 入 札 の 公 告 又 は 指 名 の 通 知

をした契約に ついて は 、なお従前の例による。  

附  則（平 成２ １ 年４月１日上水道規程第２号）  

（施行期日）  

１  この規程 は、平 成 ２１年 ４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この 規 程 に よ る 改 正 後 の多 賀城 市上 水道 部契 約規 程第 ７条 、第 ２ １

条 、 第 ２ ３ 条 及 び 第 ３ ０ 条 の ２ の 規 定 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 日 前 に お

い て 行 わ れ た 公 告 そ の 他 の 契 約 の 申 込 み の 誘 引 に 係 る 契 約 で 同 日 以 後

に締結される ものに つ いては、適用しない。  

附  則（平 成２ ３ 年５月３０日上水道規程第３号）  



この規程は、 平成２ ３ 年５月３０日から施行する。  

附  則（平 成２ ６ 年２月６日上水道規程第２号）  

この規程は、 平成２ ６ 年２月６日から施行する。  

附  則（令 和２ 年 ３月３１日上水道規程第１号抄）  

（施行期日）  

１  この訓令 は、令 和 ２年４ 月１日から施行する。  

（経過措置）  

３  この 規 程 の 施 行 前 に こ の規 程に よる 改正 前の 規程 （以 下「 旧規 程 」

と い う 。 ） の 規 定 に よ り 水 道 事 業 管 理 者 が し た 処 分 そ の 他 の 行 為 （ 以

下 「 処 分 等 」 と い う 。 ） は 、 こ の 規 程 に よ る 改 正 後 の 規 程 （ 以 下 「 新

規 程 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ り 水 道 事 業 及 び 下 水 道 事 業 の 管 理 者 の 権

限を行う市長 がした 処 分等とみなす。  

４  この 規 程 の 施 行 前 に 旧 規程 の規 定に より 水道 事業 管理 者に 対し て し

た 申 請 そ の 他 の 行 為 （ 以 下 「 申 請 等 」 と い う 。 ） は 、 新 規 程 の 規 定 に

よ り 水 道 事 業 及 び 下 水 道 事 業 の 管 理 者 の 権 限 を 行 う 市 長 に 対 し て し た

申請等とみな す。  

５  この 規 程 の 施 行 の 際 現 に残 存す る様 式は 、当 分の 間、 必要 な調 整 を

行い、使用す ること が できる。  

附  則（令 和２ 年 ５月１日上下水道規程第５号）  

（施行期日）  

１  この規程 は、令 和 ２年５ 月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この 規 程 の 施 行 の 日 以 後に 締結 する 契約 につ いて 適用 し、 同日 前 に



締結した契約 につい て は、なお従前の例による。  

附  則（令 和３ 年 ４月１日上下水道規程第３号）  

この規程は、 令和３ 年 ４月１日から施行する。  

附  則（令 和４ 年 ３月２５日上下水道規程第４号）  

（施行期日）  

この規程は、 令和４ 年 ４月１日から施行する。  

附  則（令 和６ 年 ３月２９日上下水道規程第２号）  

この規程は、 令和６ 年 ４月１日から施行する。  

附  則（令 和６ 年 ４月１日上下水道規程第３号）  

この規程は、 令和６ 年 ４月１日から施行する。  



 



別記様式（ 第３４ 条 関 係）  

（ 追 加 〔 平 成 １ ６ 年 水 道 部 規 程 ３ 号 ・ ２ ０ 年 上 水 道 規 程 １ 号 〕 、

一部 改 正〔令和２ 年 上水道規程１号〕）  

 


